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日程 第１ 農地法第３条の規定による許可申請について 

日程 第２ 農地法第４条の規定による許可申請について 
日程 第３ 農地法第５条の規定による許可申請について 
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会議の概要 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会 長：ただ今から、平成２９年第４回定例総会を開会いたします。 
    出席委員は全員で、定足数に達していますので、総会は成立しています。

本日の議事録署名人に、５番 金子委員と６番 藤井委員を指名します。     
会 長：それでは、総会次第により日程第１農地法第３条の規定による許可申請に

ついて議案番号２４号を上程します。事務局より議案の朗読と説明をお願

いします。 
事務局：（議案番号２４号を朗読）（説明） 
    当該地は、位置図にありますとおり一之宮愛児園運動場南側、寒川高校西

側の農業振興地域外にあるいわゆる普通調整の水田です。 
当案件は、譲渡人自身で耕作が難しいとのことで、規模拡大を希望してい
た譲受人に所有権を移転するものです。 
譲受人の耕作状況につきましては、譲受人も含めた世帯４人で農業に常時 
従事しており、トラクターや田植機等の大型農機具を所有し、所有してい 
る農地をすべて効率的に耕作しております。自宅から当該地までの通作 
距離は約０．８ｋｍで、徒歩１０分ほどです。また、耕作する農地の面積     
は寒川町農業委員会が定める下限面積である３０アールを超えており、今  
回の権利の移転による周辺農地への影響はありません。以上のことから、 

農地法第３条第２項各号には該当しませんので、許可条件のすべてを満た 
していると考えられます。 

会 長：続いて、地区担当委員から現地調査の結果並びに補足説明をお願いします。 
３ 番：農地を確認したところ畦が設置されており、水田として利用されています。 

特に問題ないと思われます。 
会 長：ありがとうございました。これより質疑に入ります。当案件ついて発言の

ある方は挙手願います。 
（特になし） 
会 長：よろしいでしょうか。それでは採決いたします。議案番号２４号について、

原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（全員挙手） 



 会 長：では全員賛成ですので、議案番号２４号は原案のとおり許可証を交付する
ことに決定いたします。 

会 長：次に議案番号２５号を上程します。事務局より議案の朗読と説明をお願い

します。 
事務局：（議案番号２５号を朗読）（説明） 
    当該地は、位置図にありますとおり一之宮愛児園から南へ約２００ｍの農

業振興地域外の農地２筆と、寒川高校南西約１００ｍの農業振興地域内の
農地１筆です。 
転用事業の内容は、隣接地で解体・廃品回収業を営む事業者が、事業拡大
をする際、軽自動車やトラックの駐車場で土地を探していたところ、不動
産業を営む隣接地所有者と話がまとまり、所有者が申請地を自ら転用し、
賃貸借契約するものです。所有者は転用工事を実施する資力もあり、転用
の確実性は明らかです。なお、農地法に基づく農地転用許可の判断基準と
なる立地基準としては、前述の農地２筆については、市街化区域から３０
０ｍ以内にあり、農地の規模がおおむね１０ヘクタール未満の区域内にあ

る農地ということから、第２種農地となります。 
許可の基準としては、申請に係る農地に代えて周辺の他の土地を供するこ
とにより当該申請に係る事業の目的を達成することができない場合は、許

可となります。 
今回につきましては、これから説明します第３種農地と併せての申請です
ので、許可基準に該当します。 
それでは後述の農地１筆についてですが、市街化区域から住宅の用 若しく
は事業の用に供する施設 又は公共施設 若しくは公益的施設が 連たんし
ていることから第３種農地となります。原則許可となっています。 

会 長：続いて、地区担当委員から現地調査の結果並びに補足説明をお願いします。 
３ 番：農地の現況は田で遊休農地になっています。用水は隣接しておらず田は独

立していますので隣地に影響はないと思われます。 

会 長：ありがとうございました。続いて、後述農地地区担当委員から現地調査の
結果並びに補足説明をお願いします。 

１ 番：農地の現況は田ですが遊休農地になっています。隣地に水路がありますが
利用計画では横断せず、被害防除もなされておりますので問題ないと思わ
れます。 

会 長：それでは質疑に入ります。ただいまの説明について発言のある方は挙手願
います。 

（特になし） 
会 長：よろしいでしょうか。それでは採決いたします。議案番号２５号について、

原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（全員挙手） 
会 長：では全員賛成ですので、議案番号２５号は原案のとおり許可相当として意

見書を添え、県に進達することに決定します。 

    次に日程第３ 農地法第５条の規定による許可申請について、議案番号２
６号を上程します。事務局より議案の朗読と説明をお願いします。 

事務局：（議案番号２６号を朗読）（説明） 
    申請農地は、位置図にありますとおり十二天神社から南西に約６５ｍにあ

る農業振興地域内にあります農用地以外の農地２筆の一部です。 
転用事業の内容は、大和市に本社を置き、隣接地にて新車・中古車の整  
備等を行っているカーディーラーが取扱い車両増加により車両置場を探し
ていたところ、当該地所有者と土地賃貸借契約の話が整い、農地転用許可
申請に至りました。事業者は転用工事を実施する資力もあり、転用の確実
性は明らかです。 



なお、農地法に基づく農地転用許可の判断基準となる立地基準としては、 
市街化区域から住宅の用 若しくは事業の用に供する施設 又は公共施設若
しくは公益的施設が 連たんしていることから第３種農地となります。 

会 長：続いて地区担当委員から、現地調査の結果並びに補足説明をお願いします。 
２ 番：当該農地は、北側と西側が町道と接しており、東側に宅地南側に畑が隣接

しています。土留め等の被害防除がなされますので、影響はないと思われ
ます。 

会 長：ありがとうございました。これより質疑に入ります。当案件ついて発言の
ある方は挙手願います。 

（特になし） 
会 長：よろしいでしょうか。それでは採決いたします。議案番号２６号について、

原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（全員挙手） 
会 長：では全員賛成ですので、議案番号２６号は原案のとおり許可相当として意

見書を添え、県に進達することに決定します。 

会 長：次に日程第４、農業経営基盤強化促進法に伴う利用権の設定の申し出につ
いて、議案番号２７号を上程します。事務局より議案の朗読と説明をお願
いします。 

事務局：（議案番号２７号を朗読）（説明） 
    当案件は、田端北交差点南西に約５０ｍにある農業振興地域内の農地４筆

と、田端北交差点南東約１３０ｍにある同じく農業振興地域内の農地３筆
です。すべて現況は田です。 
当該地につきましては、それぞれ平成２６年から利用権設定され、２回目   
の更新です。期間については変わらず３年間ですが、田んぼということで、   
借り手が水稲の種苗を準備することを考慮し、期間満了月日が１２月３１ 
日となりました。借り手は他にも利用権設定の実績があり、家族４人で耕
作しており、トラクター等に加え、今年度は乾燥機、もみすり機も購入し

ております。 
会 長：続いて地区担当委員より、現地調査の結果並びに補足説明をお願いします。 
１ 番：４月１７日に事務局職員と現地調査を行いました。遊休の様子は全く見ら

れず、更新は問題ないと思います。  
会 長：ありがとうございます。これより質疑に入ります。ただいまの説明につい

て発言のある方は挙手願います。 
（特になし） 
会 長：よろしいでしょうか。それでは採決します。議案番号２７号について、原

案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（全員挙手） 
会 長：では全員賛成ですので、議案番号２７号は原案のとおり決定通知書を町長

に送付いたします。 
会 長：次に日程第５、農地法第３条の３第１項の規定による届出について報告番

号２６号の１件と、日程第６、農地法第４条第１項第７号の規定による転
用届出について報告番号２７号から２８号の２件と、日程第７、農地法第
５条第１項第７号の規定による転用届出について報告番号２９号から３６
号の８件について、一括して事務局より報告事項の朗読と説明をお願いし
ます。 

事務局：（報告番号２６号から３６号を朗読）（説明） 
    いずれも添付書類を含め完備していましたので、事務局長専決により書類

を受理しました。 
会 長：ただいまの報告について、発言のある方は挙手願います。 
会 長：よろしいでしょうか。特に発言が無いようですので、届出の報告事項につ



いては了承されたこととします。 
会 長：では以上をもちまして平成２９年第４回寒川町農業委員会定例総会を閉会

します。 

資  料 １．平成２９年第４回定例総会議案及び位置図 
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